
学校での権利リスト

プリント７-２

●生徒は、登校することを強制されません。
●秩序を維持するために、教師は生徒を叩くことができます。
●生徒は、教室でどの席に座るかを自分で選ぶことができます。
●生徒は、教室で好きなことを言ったり、書いたりすることができます。
●各クラスから代表の生徒を選び、教師がきちんと話を聞いてくれる委員会をつく
　るべきです。
●学校は、生徒が必要な鉛筆・ノート・教科書などのすべての教材を用意すべきで
　す。
●生徒は何を勉強するか自分で決めることができます。
●話すことが上手な生徒は、教室でもっと話をする機会が与えられるべきです。
●生徒は、教師が言うことを疑わずに受け入れるべきです。
●もし、生徒が勉強をしたくなかったら、授業をめちゃくちゃにしてもかまいません。
●教師は、生徒を馬鹿にしたりからかったりすべきではありません。
●非常に優秀な生徒は、別な教室で特別な勉強を受けるべきです。
●教師は、生徒の言い分をいつも注意深く聞かなければなりません。
●教師は、生徒が集中して勉強できるように配慮するべきです。
●教室から出て行きたいと思った生徒には、出て行くことが許されるべきです。
●学年の高い生徒は体も大きいので、校庭や体育館で遊ぶときにより広いスペース
　が与えられるべきです。
●男生徒と女生徒は、別々に授業を受けるべきです。
●学校にいる誰もが、礼儀正しく敬意を持って扱われるべきです。
●一人ひとりの生徒が、自分の判断でペットを教室に連れていくかどうかを決める
　ことができます。
●学校は、生徒がだれもいじめにあわないように十分な配慮をするべきです。
●学校は、清潔で快適な環境でなければなりません。
●教師は、叱る前に生徒の意見を聞くべきです。
●生徒は、教室で食べたり飲んだりすることができます。
●他の生徒が間違ったことをしても、教師に告げ口すべきではありません。


